
（仮称）名岐道路（一宮～一宮木曽川）の環境影響評価方法書について、ご説明
いたします。

環境影響評価法では、「方法書」と「その要約書」を作成するよう定められてい
ます。
この方法書の本編は約200ページからなる図書となっており、内容も専門的なも
のとなっています。
こちらの青色のリーフレット「環境影響評価方法書のあらまし」は、方法書の記
載事項を分かりやすく、まとめたものです。
本日は、このリーフレットの内容に沿ってご説明いたします。



本日ご説明させていただく内容は、こちらの５点です。
まず、「１．」で環境影響評価とはどういうものかを簡単にご説明いたします。
その後、「２．事業特性と地域特性」、「３．環境影響評価の項目」「４．調査、
予測、評価の手法」についてご説明いたします。
最後に、「５．」において縦覧や意見書などの手続きについてご説明いたします。



それでは、まず環境影響評価について、ご説明いたします。
環境影響評価（環境アセスメント）とは、事業の内容を決めるにあたって、それ
が環境にどのような影響を及ぼすかについて、調査、予測、評価を行い、その結
果を公表して地域住民の方々、地方公共団体などから意見を聞き、それらを踏ま
えて環境の保全の観点から、より良い事業計画、都市計画を作り上げていこうと
いう制度です。
具体的には、下段に示しているように、配慮書、方法書、準備書、評価書という
４つの段階を踏みます。
最初の手続きである配慮書は、国による手続きが完了しており、現在は、赤色で
示した方法書の段階です。
方法書は、環境影響評価を、どのような項目について、どのような手法で調査、
予測、評価をしていくのか、という計画をまとめたものです。
この調査、予測、評価が終わりましたら、その結果を次の準備書としてまとめて
いくことになります。
その後、必要に応じて準備書の内容を見直し、最終的に評価書を作成します。



方法書手続きの流れについて、ご説明いたします。
後ほど詳しく説明いたしますが、方法書には、環境影響評価を行う項目と手法を
記載しております。
現在は、その方法書の縦覧及び説明会の段階です。
地域住民の方々のご意見、市長、知事の意見を聞いたのち、それらを踏まえて、
項目や手法を決定してまいります。



ここからは、名岐道路の事業特性と地域特性について、ご説明いたします。
この位置図は、右が北、岐阜方面、左が南、名古屋方面となっています。
図中央、左右に、国道２２号が走っており、これに沿った形で、青色の囲みで表
示している区域が、名岐道路の事業実施区域です。この事業実施区域には、工事
用道路や工事ヤードを含んでおり、概ねの幅は片側約２５０ｍとなっています。



引き続いて、名岐道路の事業の概要をご説明いたします。
都市計画対象道路事業の名称は、「（仮称）名岐道路（一宮～一宮木曽川）」、
都市計画決定権者の名称は「愛知県」、
事業の種類は、「指定都市高速道路又は一般国道の改築」です。
事業実施区域の位置は、先ほど位置図にてお示ししたとおりです。
延長は約７．５ｋｍ、車線の数は４車線、設計速度は時速８０ｋｍです。
基本的な構造は、右側の横断図にお示ししているとおり、国道２２号内に全線高
架形式で計画しています。



次に地域の特性についてご説明いたします。
先ほどの位置図に示した事業実施区域とその周辺約３ｋｍほどの範囲の自然的状
況と社会的状況について、既存の文献等を調査いたしました。
自然的状況として、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の濃度については環境基準を達
成しています。
騒音については、沿道において３９．７％～１００%の環境基準の達成率となっ
ています。振動は、すべての測定地点で要請限度下回っています。
動植物について、沿道約３ｋｍの範囲には、環境省や愛知県のレッドリスト等に
該当する重要な種が、動物で１４２種、植物で２０５種確認されています。

次に、社会的状況として、周囲の土地利用状況は、建物用地が広範囲を占めてお
り、一部、農地が存在しています。
また、環境配慮が特に必要な施設としては、中学校や幼稚園、福祉施設などが存
在しています。



続きまして、環境影響評価の項目についてご説明いたします。
表の縦に二酸化窒素や騒音といった環境要素を、横に工事の実施や自動車の走行
といった影響要因を示しています。表中の○印が、環境影響評価を行う項目にな
ります。
まず、表の一番右の列、「自動車の走行」をご覧ください。
名岐道路の沿道には住宅等が存在しており、供用後の自動車走行による排気ガス
や騒音、振動などの影響が考えられるため、丸のついた二酸化窒素と浮遊粒子状
物質、騒音、振動、低周波音を、環境影響評価を行う項目として選定しておりま
す。
右から２番目の、「道路（嵩上げ式）の存在」の列をご覧ください。
高架式の道路が存在することによる影響として、日照阻害を選定しています。
次に一番左の、「建設機械の稼働」とその右の「資材等の運搬に用いる車両の運
行」の列をご覧ください。
工事では、建設機械や運搬車両を使用しますので、それに伴う影響として、二酸
化窒素と浮遊粒子状物質、粉じん等、騒音、振動を選定しています。
その他、工事に伴う影響として、下から２行目の水質（水の濁り）を選定してい
ます。



続きまして、上から３行目の動物、植物、生態系の行をご覧ください。
動物、植物、生態系への影響については、丸のついた工事施工ヤードの設置、工
事用道路等の設置、道路の存在において選定しています。
４行目の「景観」と５行目の「人と自然とのふれ合いの活動の場」については、
周辺に景観資源やふれあいの場が存在することから、道路の存在において選定し
ています。
６行目の「地域の歴史的文化的特性を活かした環境の状況」については、事業実
施区域内に文化財等が存在することから工事の実施と道路の存在において選定し
ています。
下から２行目の「廃棄物等」は建設副産物を事業実施区域外へ搬出することが想
定されることから、また、その下の「温室効果ガス」は、工事の実施に伴い二酸
化炭素が発生することから、評価項目として選定しています。
これら環境影響評価を行う項目の選定は、国土交通省令や愛知県環境影響評価条
例、また、先ほどご説明いたしました事業特性と地域特性を踏まえて適切に選定
しており、要素しては１５項目で２６の評価を行ってまいります。



続きまして、調査、予測、評価の手法について、ご説明いたします。
ここでは、先ほど選定した項目を、どのように調査、予測するかの概要をお示し
ています。

調査の手法につきましては、国土交通省令や技術基準等に定められた手法に基づ
き、適切に資料調査や現地調査を行っていくこととしております。
また、調査地点は、必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点を選定してま
いります。

予測の手法等につきまして、一行目の二酸化窒素・浮遊粒子状物質では、拡散式
を用いた予測を行います。同様に、粉じん等、騒音、振動、低周波音などについ
ても経験式や予測式を用いて定量的にその影響を予測いたします。



「日照阻害」は日影図を作成することにより、また、「景観」、「人と自然との
ふれあいの場」、「地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状況」については、
図の重ね合わせやフォトモンタージュなど視覚的な手法により、その影響を予測
いたします。
動物、植物、生態系などは、科学的知見や類似事例を参考にした手法により、そ
の影響を予測いたします。



予測した結果につきましては、以下の方法で評価を行ってまいります。
まず、回避又は低減に係る評価として、事業を行った場合の環境への影響につい
て、事業者により実行可能な範囲内で、できる限り回避され、
又は、低減されており、必要に応じ、その他の方法により環境保全への配慮が適
正になされているかどうか、を評価してまいります。
また、基準又は目標との整合として、法令等で定められている基準又は目標と、
調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかについて評価してまい
ります。



続きまして、環境影響評価手続きの流れについてご説明します。
こちらのフロー図は、左側が都市計画手続きの流れ、右側が環境影響評価手続き
の流れを示しております。
現在は、右側の赤枠で囲いをしている段階で、方法書の縦覧、説明会の開催、意
見書の提出となっております。
今後、住民の皆様や知事、市長からのご意見を踏まえ、環境影響評価の方法を決
定し、調査、予測及び評価等を実施します。
そして、準備書を作成し、再度、縦覧、説明会、意見書受付等を実施します。
最終的に評価書を作成し、都市計画とあわせて、都市計画審議会での審議を経て、
公告縦覧し、手続きが完了いたします。



最後に、縦覧および意見書についてご案内させていただきます。
方法書の本編及び要約書につきましては、２月１２日から３月１２日までの期間、
県都市計画課および一宮市都市計画課で縦覧しております。また、県都市計画課
のホームページにも掲載しており、そちらでも見ていただけるようになっており
ます。
なお、本日は、会場入り口にもご用意し、ご覧いただけるようにしております。

方法書について、ご意見がございましたら、意見書を提出していただくことがで
きます。必要事項を記入の上、愛知県都市計画課までご提出ください。詳細は県
ホームページをご確認ください。



以上で、環境影響評価方法書についての説明を終わります。ありがとうございま
した。


